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一　

は
じ
め
に

　

鳥
取
県
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
「
地
対
財
特
法
第
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
対
象
地
域
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
同
和
対
策
の
事
業
効

果
を
測
定
し
、
同
和
地
区
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
今

後
の
同
和
行
政
の
基
礎
資
料
を
得
る
こ
と
」
を
目
的
に
、「
同
和

地
区
実
態
把
握
等
調
査
」
を
実
施
し
た
。
こ
の
調
査
の
ま
と
め
と

し
て
、
筆
者
は
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
い
た
。

　

ま
ず
二
〇
〇
〇
年
次
の
現
状
把
握
と
し
て
、
過
去
の
差
別
実
態

と
比
較
し
た
と
き
、
確
か
に
様
々
な
面
で
事
業
は
成
果
を
あ
げ
て

い
る
が
、「
結
果
と
し
て
差
別
は
解
消
し
た
と
い
え
な
い
。
差
別

実
態
の
変
容
は
生
じ
て
い
る
が
、や
は
り
差
別
は
現
存
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
差
別
実
態
が
二
極
な
い
し
三
極
に
分
化
」
し
て
い
る

と
し
、
主
要
な
課
題
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
し
た
。

　

ま
ず
第
一
に
、「
格
差
の
多
様
化
」≠「
差
別
の
解
消
」の
確
認
、

特
集

「
特
措
法
」
後
の
部
落
の
実
態
と
こ
れ
か
ら
の
課
題

　
　
　
　

─
二
〇
〇
五
年
度
鳥
取
県
同
和
地
区
生
活
実
態
把
握
等
調
査
か
ら

─
國
歳　

眞
臣

　

二
〇
〇
二
年
三
月
末
を
も
っ
て
「
地
対
財
特
法
」
が
終
了
し
、
各
自
治
体
が
同
和
行
政
の
縮
小
な
い
し
廃
止
を
検
討
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
一

九
九
六
年
の
意
見
具
申
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
部
落
差
別
は
決
し
て
解
消
せ
ず
厳
存
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
鳥
取
県
が
二
〇
〇
五
年

に
実
施
し
た
実
態
調
査
に
よ
り
「
特
措
法
」
終
了
後
の
差
別
の
残
存
実
態
を
提
示
し
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
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第
二
に
安
定
的
な
就
労
構
造
の
形
成
、
な
か
で
も
中
高
年
層
へ
の

抜
本
的
な
雇
用
対
策
と
、
若
年
層
の
就
労
の
場
を
保
障
す
る
た
め

の
低
学
力
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
必
要
性
、
そ
し
て
最
後
に
、
差

別
を
解
消
す
る
た
め
に
は
現
状
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
平
均
的
数
量
的
把
握
よ
り
も
個
別
的
質
的
に
実
態
把
握
を
す

る
必
要
性
の
三
点
で
あ
る
。

　

今
回
の
調
査
報
告
で
は
、
こ
の
う
ち
の
第
一
、
第
二
の
二
点
を

中
心
に
部
落
差
別
の
現
存
を
明
ら
か
に
し
、実
態
調
査
の
必
要
性
、

お
よ
び
社
会
問
題
と
し
て
の
部
落
問
題
に
対
す
る
行
政
的
取
り
組

み
の
継
続
を
提
起
し
た
い
。

二　

調
査
の
概
要

　

今
回
の
調
査
は
次
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
。

実
施
時
期
：
「
地
区
概
況
調
査
」
二
〇
〇
五
年
六
月
。

　
「
生
活
実
態
調
査
」
二
〇
〇
五
年
七
月
。

調 

査
対
象
：
「
地
区
概
況
調
査
」
は
、
旧
地
対
財
特
法
に
規
定
す

る
対
象
地
域
（
一
〇
七
地
区
）、
お
よ
び
同
和
地
区
を
有
す
る
市

町
村
（
一
七
市
町
村
）。
回
収
率
一
〇
〇
％
。

　
　
「
生
活
実
態
調
査
」は
六
二
一
八
世
帯
。回
収
率
八
八
・
四
％
。

調 

査
項
目
：
「
地
区
概
況
調
査
」
は
、
人
口
構
造
、
混
住
率
、
生

活
保
護
状
況
、隣
保
館
の
運
営
状
況
、土
地
改
良
、市
町
村
道
・

下
水
道
の
整
備
状
況
等
。

　

 　
「
生
活
実
態
調
査
」
は
、
世
帯
員
票
に
お
い
て
、
世
帯
主
と

の
続
柄
、
配
偶
者
の
出
生
地
、
年
金
の
加
入
状
況
、
健
康
の
状

況
と
身
体
介
護
の
状
況
、
身
体
障
害
者
の
状
況
、
就
労
状
況
、

就
労
状
況
と
就
労
希
望
、
被
差
別
の
体
験
、
結
婚
の
状
況
な
ど
。

世
帯
票
と
し
て
、
住
居
の
状
況
、
経
済
状
況
、
転
出
者
の
状
況
、

事
業
経
営
の
状
況
、
農
業
経
営
の
状
況
な
ど
。

調 

査
方
法
：
調
査
員（
市
町
村
職
員
の
う
ち
県
が
任
命
し
た
者
）が
、

協
力
員
（
同
和
関
係
者
、
ま
た
は
そ
の
他
の
地
元
精
通
者
の
う
ち

か
ら
県
が
任
命
し
た
者
）
の
協
力
を
得
て
、
同
和
地
区
内
の
調

査
対
象
世
帯
を
訪
問
し
、
世
帯
主
に
面
接
の
う
え
各
世
帯
員
に

聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

　

な
お
本
稿
に
お
い
て
は
、
就
労
構
造
の
実
態
と
被
差
別
体
験
等

に
限
定
し
て
分
析
を
行
い
た
い
。
調
査
結
果
全
体
に
つ
い
て
は
、

鳥
取
県
部
落
解
放
研
究
所
か
ら
四
月
に
公
刊
予
定
の
も
の
を
参
照

さ
れ
た
い
。

三　
﹁
特
措
法
﹂
後
の
実
態―

就
労
構
造
を
中
心
に

　

か
つ
て
筆
者
は
「
鳥
取
県
に
お
け
る
部
落
の
実
態
変
化
」（
部

落
解
放
・
人
権
研
究
所
編
『
変
容
す
る
部
落
』
一
九
九
九
年
）
に
お
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い
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
た
。

　
　

 　

本
県
に
お
い
て
は
、
同
和
対
策
事
業
の
進
展
に
よ
る
住
環
境

の
整
備
、
そ
し
て
部
落
差
別
の
結
果
極
め
て
零
細
な
農
林
業
で

あ
っ
た
が
故
に
切
り
捨
て
る
こ
と
が
で
き
、「
技
能
工
等
」
を
職

種
と
す
る
建
設
業
を
自
ら
の
職
業
と
す
る
こ
と
に
よ
り
収
入
を

維
持
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
こ
と
に
よ
り
貧
困
か
ら
一
応
脱

出
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
、
鳥
取
県
の
部
落
の
実
態
は
、「
改
善
の
中
の
多
様
化
」

で
あ
り
、「
差
別
の
解
消
」
の
状
況
に
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
主

要
な
課
題
と
し
て
、
安
定
的
な
就
労
構
造
の
形
成
を
指
摘
し
て
お

い
た
。

　

今
回
の
調
査
に
お
い
て
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
み
た
い
。

１　

産
業
分
類
別
就
労
状
況

　

現
代
日
本
は
格
差
社
会
だ
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
二
〇
〇

六
年
の
国
民
生
活
基
礎
調
査
が
明
示
し
た
ご
と
く
、
富
裕
階
層
と

生
活
困
苦
層
に
二
分
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
部
落

の
場
合
に
は
、
生
活
困
苦
層
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　

今
回
の
調
査
に
お
い
て
、
安
定
し
た
世
帯
の
経
済
状
況
を
示
す

「
住
民
税
所
得
割
課
税
世
帯
」
が
、
部
落
の
場
合
、
五
四
・
四
％

し
か
存
在
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
「
生
活
保
護
世
帯
」
が
、
部
落

の
存
在
す
る
市
町
村
全
体
の
六
・
四
％
に

対
し
、
部
落
で
は
一
九
・
七
％
と
三
倍
に

達
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た

（
表
１
）。

　

こ
う
し
た
格
差
の
根
底
に
あ
る
の
が
、

部
落
の
就
労
構
造
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま

ず
、
産
業
分
類
別
就
労
状
況
か
ら
み
て
み

た
い
。

　

表
２
は
部
落
の
有
業
者
の
産
業
分
類
別

就
労
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
表
に
よ
る
と
、
鳥
取
県
の
場
合
、

「
サ
ー
ビ
ス
業
」
が
二
五
・
九
％
と
最
も

高
く
、
次
い
で
「
建
設
業
」
の
二
四
・
四

％
、
そ
し
て
「
製
造
業
」
一
七
・
七
％
の

順
に
な
っ
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
調
査
ま

で
第
一
位
で
あ
っ
た
「
建
設
業
」
が
六
・

三
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
、
第
二
位
と
な
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
性
別
に
み
て
み
る
と
、

男
性
の
場
合
、「
建
設
業
」
が
三
七
・
二

％
と
ず
ば
抜
け
て
高
い
こ
と
、
一
方
、
女

性
の
場
合
に
は
、「
サ
ー
ビ
ス
業
」
が
三

七
・
五
％
と
高
く
、
二
〇
〇
〇
年
調
査
よ

表１　生活保護の受給状況

区　　分 部落 報告市町村全体
被保護人員（人） 保護率（％） 被保護人員（人） 保護率（％）

1993年 鳥取県 347 14.7 3,539 6.7
全　国 46,422  6.7 454,501 6.6

2000年 鳥取県 349 16.0 3,135 5.7
2005年 鳥取県 398 19.7 3,622 6.4
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り
一
五
ポ
イ
ン
ト
も
増
加
し
て
い
る
。

　

要
す
る
に
、鳥
取
県
の
部
落
の
特
徴
と
も
い
え
る「
建

設
業
」
の
就
労
率
は
減
少
し
し
つ
つ
あ
る
が
、
県
平
均

と
比
較
す
る
と
依
然
高
く
、
特
に
本
県
の
部
落
の
男
性

に
と
っ
て
主
要
な
産
業
と
い
え
る
。

　

ま
た
、
鳥
取
県
の
部
落
の
産
業
別
就
労
に
関
し
て
、

「
第
三
次
産
業
化
」
に
着
目
し
て
み
れ
ば
、
女
性
の
場

合
に
は
徐
々
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
が
、
男
性
の
場
合
に

は
依
然
と
し
て
第
二
次
産
業
就
労
率
が
高
く
、
五
一
・

八
％
と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
本
県
平
均
で
は
、

男
性
が
七
四
・
六
％
、
女
性
八
五
・
八
％
と
い
う
第
三

次
産
業
就
労
率
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
建
設
業
」
へ
の
本
県
男
性
の
就
労
者
を
年
齢
階
級

別
に
み
る
と
（
図
１
）、
県
平
均
で
は
、
生
産
年
齢
の

中
心
で
あ
る
「
二
〇
〜
四
九
歳
」
ま
で
は
一
五
％
前
後

し
か
な
く
、
他
の
年
代
に
お
い
て
も「
五
〇
〜
六
四
歳
」

の
一
九
％
台
が
目
に
つ
く
程
度
で
あ
る
。

　

一
方
、
県
内
部
落
の
男
性
の
場
合
に
は
、「
一
五
〜

二
四
歳
」
の
二
〇
％
前
後
以
外
は
、
三
〇
〜
四
〇
％
前

後
で
あ
り
、
特
に
四
五
歳
以
上
で
四
〇
〜
五
〇
％
と
い

う
高
さ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
部
落
の
男
性
の
就

労
の
中
心
は「
建
設
業
」で
あ
る
と
い
う
実
態
は
、「
法
」

表２　有業者の産業分類別就労状況（15歳以上）
（単位　％）

サービス業（2002年以降）

区　　分
総
数
（
人
）

農　
　
　

業

林　
　
　

業

漁　
　
　

業

鉱　
　
　

業

建　

設　

業

製　

造　

業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

情
報
通
信
業

運
輸
・
通
信
業

卸
売
・
小
売
業

金
融
・
保
険
業

不
動
産
業

飲
食
店
・
宿
泊
業

医
療
・
福
祉

教
育
・
学
習
支
援

複
合
サ
ー
ビ
ス
業

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

サ
ー
ビ
ス
業
（
２
０
０
１
年
以
前
）

公
務
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

不
明
（
分
類
不
能
）

部

落

1990 鳥取県
総数 ― 10.3 0.9 0.6 0.3 29.2 23.2 2.7 ─ 3.8 5.8 0.8 0.1 ─ ─ ─ ─ ─ 11.9 5.6 4.6
男 ― 8.9 1.4 0.8 0.5 42.4 13.6 2.9 ─ 6.0 4.6 0.4 0.2 ─ ─ ─ ─ ─ 9.2 5.1 4.0
女 ― 12.1 0.3 0.3 0.1 11.1 36.2 2.4 ─ 0.7 7.4 1.4 0.0 ─ ─ ─ ─ ─ 15.6 6.3 6.1

1993

鳥取県
総数 2,253 8.1 0.6 0.5 0.4 31.4 20.3 2.8 ─ 4.4 9.3 1.8 0.0 ─ ─ ─ ─ ─ 11.4 8.8 0.1
男 1,348 7.9 0.8 0.7 0.7 43.2 13.4 3.0 ─ 6.6 7.3 0.5 0.0 ─ ─ ─ ─ ─ 8.7 7.2 0.0
女 905 8.4 0.3 0.1 0.0 13.9 30.4 2.5 ─ 1.2 12.4 3.8 0.0 ─ ─ ─ ─ ─ 15.5 11.3 0.2

全国
総数 ― 6.3 0.4 1.0 0.4 17.0 21.1 3.0 ─ 5.7 14.6 1.4 0.5 ─ ─ ─ ─ ─ 16.8 10.8 0.9
男 ― 6.1 0.5 1.2 0.5 24.8 18.5 3.9 ─ 8.7 10.4 0.7 0.6 ─ ─ ─ ─ ─ 12.8 10.6 0.7
女 ― 6.5 0.2 0.7 0.1 6.5 24.6 1.9 ─ 1.5 20.5 2.4 0.4 ─ ─ ─ ─ ─ 22.3 11.2 1.1

2000 鳥取県
総数 10,742 8.8 0.6 0.6 0.2 30.7 18.1 3.2 ─ 3.9 8.0 1.0 0.2 ─ ─ ─ ─ ─ 16.2 7.6 0.8
男 6,028 7.2 0.9 0.9 0.3 44.8 12.2 3.6 ─ 6.1 5.3 0.4 0.3 ─ ─ ─ ─ ─ 11.4 6.4 0.6
女 4,714 11.0 0.2 0.3 0.2 12.7 25.7 2.6 ─ 1.2 11.6 1.7 0.1 ─ ─ ─ ─ ─ 22.5 9.3 1.1

2005 鳥取県
総数 9,237 8.6 0.5 0.6 0.3 24.4 17.7 2.3 0.8 3.4 5.7 1.1 0.2 3.2 5.8 1.7 3.0 12.2 ─ 7.1 1.3
男 5,127 8.0 0.7 0.9 0.3 37.2 14.6 3.0 1.0 5.5 4.1 0.5 0.3 2.0 1.4 0.8 2.4 9.9 ─ 6.3 1.2
女 4,110 9.2 0.3 0.3 0.2 8.5 21.6 1.5 0.6 0.9 7.7 1.9 0.1 4.8 11.2 2.6 3.7 15.0 ─ 8.1 1.6

全

体
2002

鳥取県
総数 314,600 9.3 0.2 0.5 0.0 11.3 16.9 0.3 1.0 3.8 16.2 3.1 0.6 4.4 9.1 4.4 1.8 11.3 ─ 4.3 1.5
男 175,800 8.8 0.2 0.8 0.1 16.8 17.4 0.6 1.2 6.2 14.5 2.6 0.5 2.6 3.8 3.5 2.2 10.8 ─ 6.0 1.6
女 138,800 10.1 0.0 0.1 0.0 4.2 16.4 0.1 0.8 0.6 18.4 3.7 0.7 6.7 16.0 5.4 1.4 12.0 ─ 2.2 1.3

全国
総数 65,009,300 4.2 0.1 0.4 0.1 9.4 18.8 0.6 2.7 5.1 18.0 2.7 1.4 5.6 7.5 4.3 1.2 13.0 ─ 3.3 1.6
男 38,034,100 3.9 0.1 0.5 0.1 13.5 21.3 0.8 3.3 7.3 15.5 2.2 1.5 3.8 2.9 3.4 1.3 12.7 ─ 4.4 1.5
女 26,975,300 4.5 0.0 0.3 0.0 3.6 15.3 0.2 1.9 2.1 21.5 3.5 1.4 8.0 14.1 5.7 1.0 13.5 ─ 1.8 1.7

2002年：就業構造基本調査
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期
限
後
も
継
続
し
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
産
業
分

類
別
就
労
率
に
お
い

て
、依
然
と
し
て「
建

設
業
」
就
労
率
が
高

い
と
い
う
実
態
は
、

教
育
状
況
を
反
映
し

た
も
の
と
い
わ
れ
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、

学
歴
格
差
が
就
労
の

格
差
に
直
結
す
る
と

い
う
見
方
で
あ
る
。

た
し
か
に
以
前
は
、

「
教
育
の
機
会
均
等
」

が
実
質
的
に
保
障
さ

れ
ず
、
そ
の
結
果
、

「
職
業
達
成
の
格
差
」
が
「
結
果
の
不
平
等
」
と
し
て
存
在
し
て

い
た
と
い
え
よ
う
。

　

現
在
、
少
な
く
と
も
初
等
教
育
・
中
等
教
育
に
お
い
て
は
、
部

落
の
子
ど
も
た
ち
に
も
「
教
育
の
機
会
均
等
」
が
保
障
さ
れ
て
い

る
が
、
高
等
教
育
に
関
し
て
は
ま
だ
格
差
が
存
在
し
て
い
る
（
表

３
）。

　

表
４
を
み
て
み
た
い
。
こ
の
表
は
性

別
・
学
歴
別
に
産
業
分
類
別
就
労
者
の

割
合
を
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
部
落
の
女
性
の
場
合
、「
製
造

業
」
就
労
率
が
二
〇
％
を
超
え
て
い
る

の
は 

、
小
中
卒
・
高
校
卒
で
あ
る
が
、

他
の
学
歴
の
場
合
に
は「
サ
ー
ビ
ス
業
」

へ
と
移
行
し
て
お
り
、
第
三
次
産
業
就

労
へ
の
移
行
が
進
ん
で
い
る
の
は
明
白

で
あ
る
。

　

一
方
、
部
落
の
男
性
の
場
合
に
は
、

学
歴
に
関
係
な
く
「
建
設
業
」
就
労
率

が
高
く
、
高
等
教
育
修
了
者
の
場
合
で

も
「
高
等
専
門
学
校
卒
」
で
三
二
・
六

％
を
占
め
、「
短
期
大
学
卒
」
で
も
二

二
・
〇
％
、「
大
学
卒
」
で
も
一
九
・

八
％
と
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
学
歴
が

高
く
な
る
に
つ
れ
て
「
公
務
」
を
は
じ

め
「
サ
ー
ビ
ス
業
」
が
増
加
し
て
い
る

が
、「
建
設
業
」
就
労
率
自
体
は
依
然

と
し
て
一
定
程
度
維
持
さ
れ
て
お
り
、

表３　中学校卒業者・高等学校卒業者の進学率の推移
 （単位　％）

区　　分
1968

年度
1978

年度
1988

年度
1998

年度
1999

年度
2000

年度
2001

年度
2002

年度
2003

年度
2004

年度
中学校卒業
者進学率

部落 59.7 95.3 94.2 92.2 91.8 90.1 91.9 95.5 96.2 97.8
県全体 82.7 96.9 96.1 95.6 95.2 95.2 96.0 96.6 96.9 96.9

高等学校卒
業者進学率

部落 ― 14.2 19.8 24.7 27.8 31.3 29.0 25.7 29.3 28.8
県全体 ― 37.6 32.2 37.0 38.0 39.5 39.4 38.2 37.7 39.9

2005年度　学校基本調査 （鳥取県教育委員会作成）
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図１　年齢階級別「建設業」就労（男）
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こ
こ
に
部
落
差
別
の
本
質
で
あ
る
「
質
的
に
違
っ
た
も
の
と
し
て

排
除
さ
れ
る
」
と
い
う
、
差
別
の
解
消
し
て
い
な
い
実
態
が
確
認

で
き
る
。

２　

職
業
分
類
別
就
労
状
況

　

次
に
、
部
落
の
仕
事
内
容
の
変
化
を
み
て
み
る
。

　

表
５
に
明
白
な
よ
う
に
、「
技
能
工
、
採
掘
・
製
造
・
建
設
作

業
及
び
労
務
作
業
者
」
四
〇
・
八
％
、「
事
務
従
事
者
」
一
三
・

〇
％
、「
農
林
漁
業
従
事
者
」
九
・
七
％
と
な
っ
て
お
り
、
前
回

調
査
よ
り
「
事
務
従
事
者
」
が
二
・
五
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
る

が
、
依
然
と
し
て
労
務
職
と
・
技
能
・
建
設
職
の
比
率
は
四
〇
％

前
後
を
維
持
し
て
お
り
、
圧
倒
的
比
率
を
占
め
て
い
る
。
特
に
性

別
に
み
る
と
き
、
鳥
取
県
の
部
落
の
男
性
の
場
合
に
は
、
労
務
職

と
技
能
・
建
設
職
の
就
労
率
で
五
〇
％
を
超
え
て
い
る
。

　

図
２
は
「
技
能
工
、
採
掘
・
製
造
・
建
設
作
業
者
及
び
労
務
作

業
者
」
の
割
合
を
男
性
の
年
齢
別
に
み
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
図
が
示
す
よ
う
に
、
二
〇
歳
か
ら
三
四
歳
と
い
う
部
落
の

若
年
層
に
お
い
て
労
務
職
と
技
能
・
建
設
職
の
就
労
率
は
五
三
％

を
超
え
て
お
り
、
次
い
で
五
〇
歳
代
が
五
二
％
と
な
っ
て
お
り
、

三
〇
歳
代
以
下
の
層
で
仕
事
内
容
に
変
化
が
起
き
て
い
る
、
と
い

う
状
況
は
、
少
な
く
と
も
鳥
取
県
の
部
落
の
男
性
に
は
該
当
し
な

い
。

表４　性別・学歴別・産業分類別有業者数（部落・15歳以上）
（単位　％）

区　　分
総
数
（
人
）

農　
　
　

業

林　
　
　

業

漁　
　
　

業

鉱　
　
　

業

建　

設　

業

製　

造　

業

電
気
・
ガ
ス
・
熱
供
給
・
水
道
業

情
報
通
信
業

運　
　
　

輸

卸
売
・
小
売
業

金
融
・
保
険
業

不
動
産
業

飲
食
店
・
宿
泊
業

医
療
・
福
祉

教
育
・
学
習
支
援
業

複
合
サ
ー
ビ
ス
業

サ
ー
ビ
ス
業
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

公
務
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

不
明
（
分
類
不
能
）

小・中卒
男 1,406 17.9 1.1 2.0 0.5 50.6 6.5 1.1 0.1 5.0 1.8 0.1 0.4 1.5 0.4 0.1 0.7 7.5 2.1 0.6
女 944 27.1 0.5 0.5 0.3 10.2 20.3 0.7 0.1 1.1 5.6 0.6 0.1 5.2 2.3 0.2 3.0 17.8 3.2 1.1

高校卒
男 2,796 4.4 0.4 0.4 0.3 34.7 19.7 4.0 0.7 6.5 4.7 0.5 0.2 2.2 0.8 0.3 2.6 10.3 6.1 1.3
女 2,203 4.4 0.1 0.3 0.3 8.9 27.3 2.0 0.6 1.0 9.4 2.4 0.1 5.5 8.5 1.3 4.5 14.4 7.2 1.6

高等専門
学校卒

男 132 2.3 ― 0.8 ― 32.6 18.2 5.3 2.3 5.3 4.5 ― 0.8 1.5 4.5 0.8 4.5 9.8 6.8 ―
女 103 1.9 ― 1.0 ― 8.7 15.5 2.9 ― ― 5.8 1.0 ― 3.9 30.1 1.9 3.9 14.6 6.8 1.9

短期大学卒
男 50 6.0 ― ― ― 22.0 6.0 2.0 4.0 ― 4.0 2.0 ― 2.0 8.0 2.0 2.0 16.0 20.0 4.0
女 345 1.7 ― ― ― 6.4 9.6 0.6 0.6 0.9 6.1 3.8 0.3 2.0 18.6 12.5 3.5 9.6 21.7 2.3

大学卒
男 389 4.6 0.5 0.3 0.3 19.8 11.3 2.8 4.1 1.3 8.7 2.3 1.3 1.5 3.1 7.7 4.4 5.7 19.0 1.3
女 127 ― ― ― ― 7.1 7.1 0.8 3.9 0.8 4.7 3.9 0.8 1.6 15.0 25.2 ― 9.4 19.7 ―

大学院卒
男 14 ― ― ― ― 7.1 14.3 ― 7.1 ― 14.3 ― ― ― 14.3 ― ― 7.1 35.7 ―
女 3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 66.7 ― ― 33.3 ―

専修学校卒
男 165 3.0 1.2 ― ― 30.3 9.1 1.8 3.0 3.6 1.2 ― ― 1.8 8.5 0.6 4.8 21.2 7.9 1.8
女 200 2.5 1.0 ― ― 3.0 11.0 0.5 ― ― 7.5 0.5 ― 2.5 38.0 2.5 2.5 17.5 10.0 1.0

各種学校卒
男 98 2.0 2.0 1.0 ― 20.4 16.3 1.0 1.0 3.1 3.1 ― ― 3.1 7.1 ― 7.1 24.5 8.2 ―
女 122 3.3 0.8 ― 0.8 4.1 4.9 0.8 0.8 ― 4.1 ― ― 3.3 45.1 2.5 2.5 16.4 9.8 0.8
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一
方
、
図
３
は

部
落
の
女
性
の
労

務
職
と
技
能
・
建

設
職
の
就
労
率
を

年
齢
別
に
み
た
も

の
で
あ
る
。
た
し

か
に
女
性
の
場
合

に
も
高
率
（
二

五
・
八
％
）
を
示

す
が
、
こ
の
図
が

示
す
よ
う
に
、
三

〇
歳
代
を
境
に
し

て
一
五
％
前
後
に

減
少
し
て
お
り
、

部
落
の
女
性
の
仕

事
内
容
は
変
化
し

は
じ
め
て
い
る
と

い
え
よ
う
。

　

近
年
の
日
本
の
職
業
分
類
別
就
業
人
口
の
特
徴
は
、
高
等
教
育

の
普
及
に
と
も
な
い
「
専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者
」
お
よ
び

「
事
務
従
事
者
」
の
比
率
の
増
加
が
顕
著
に
な
る
一
方
で
、「
農
林

漁
業
従
事
者
」「
技
能
工
、
採
掘
・
製
造
・
建
設
作
業
及
び
労
務

表５　有業者の職業分類別就労状況（15歳以上）
（単位　％）

区　　分 総数（人）

専
門
的
・
技
術
的

職
業
従
事
者

管
理
的
職
業
従
事
者

事
務
従
事
者

販
売
従
事
者

サ
ー
ビ
ス
職
業

従
事
者

保
安
職
業
従
事
者

農
林
漁
業
従
事
者

運
輸
・
通
信
従
事
者

技
能
工
・
採
掘
・

製
造
・
建
設
作
業
者

及
び
労
務
作
業
者

不
明

（
分
類
不
能
の
職
業
）

部
落

1990
鳥
取
県

総数 ― 11.0 5.2 7.9 4.7 8.3 0.4 10.7 3.7 43.6 4.5
男 ― 14.2 8.1 3.7 4.2 6.0 0.6 9.7 6.3 43.6 3.4
女 ― 6.8 1.3 13.6 5.4 11.4 0.1 12.1 0.2 43.6 5.3

1993

鳥
取
県

総数 2,253 14.3 6.1 10.3 6.7 7.5 0.5 8.7 4.1 41.4 0.3
男 1,348 16.1 8.8 3.9 5.7 4.8 0.7 9.1 6.6 44.3 0.2
女 905 11.7 2.1 20.0 8.2 11.6 0.2 8.3 0.3 37.0 0.6

全　

国

総数 ― 12.9 4.8 11.6 10.0 11.5 0.6 7.2 4.8 35.0 1.5
男 ― 14.6 7.3 6.9 7.7 8.9 1.0 7.3 8.0 39.1 1.3
女 ― 10.5 1.4 18.0 13.1 17.9 0.1 7.1 0.5 29.5 1.8

2000
鳥
取
県

総数 10,742 15.4 6.6 10.5 6.3 9.7 0.4 8.7 3.0 38.2 1.4
男 6,028 17.8 9.7 4.2 4.4 6.2 0.6 7.5 5.0 43.6 1.0
女 4,714 12.3 2.6 18.4 8.7 14.1 0.1 10.2 0.5 31.1 1.9

2005
鳥
取
県

総数 7,900 8.9 6.4 13.0 8.1 5.3 0.7 9.7 3.6 40.8 3.6
男 4,555 5.3 8.9 6.9 4.5 3.3 1.2 9.0 5.9 51.9 3.2
女 3,345 13.9 2.9 21.3 12.9 8.0 0.0 10.6 0.5 25.8 4.2

全
体

2002

鳥
取
県

総数 314,600 12.3 3.6 18.1 12.6 8.2 1.7 9.8 2.9 29.5 1.3
男 175,800 10.6 5.6 12.2 13.0 4.2 2.9 9.7 5.2 35.3 1.5
女 138,800 14.5 1.1 25.6 12.2 13.3 0.1 9.9 0.1 22.1 1.1

全　

国

総数 65,009,300 13.8 3.1 19.6 14.4 9.7 1.6 4.6 3.4 28.4 1.4
男 38,034,100 12.8 4.8 12.9 15.4 5.7 2.6 4.6 5.5 34.4 1.4
女 26,975,300 15.4 0.8 29.1 13.1 15.2 0.2 4.6 0.4 19.8 1.4

2002年：就業構造基本調査
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図２　技能工、採掘・製造・建設作業者及び労務作業者（男）
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作
業
者
」「
運
輸
・

通
信
従
事
者
」
の

比
率
が
低
下
し
つ

つ
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
特
に
、

「
専
門
的
・
技
術

的
職
業
従
事
者
」

は
高
等
教
育
歴
を

前
提
と
し
て
お

り
、
鳥
取
県
平
均

の
一
二
・
三
％
に

対
し
、
三
年
後
で

も
部
落
は
八
・
九

％
に
と
ど
ま
る
こ

と
は
、
学
歴
の
格

差
を
考
え
る
と
納

得
で
き
る
数
字
と

い
え
よ
う
。

　

表
６
に
よ
り
、
学
歴
に
よ
る
県
内
部
落
の
職
業
の
違
い
を
み
て

み
よ
う
。

　

高
等
教
育
修
了
者
、
と
く
に
女
性
で
は
、「
専
門
的
・
技
術
的

職
業
従
事
者
」
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
表
だ

け
を
み
る
と
極
め
て
高
い
数
字
が
出
て
い
る
が
、
部
落
の
有
業
者

全
体
に
占
め
る
高
等
教
育
修
了
率
は
極
め
て
低
く
（
図
４
参
照
）、

そ
の
意
味
で
は
学
歴
の
格
差
を
な
く
す
こ
と
が
今
以
上
に
求
め
ら

れ
る
。
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図３　技能工、採掘・製造・建設作業者及び労務作業者（女）

表６　性別・学歴別・職業分類別有業者数（部落・15歳以上）
（単位　％）

区　　分 総数（人）

専
門
的
・
技
術
的
職
業
従
事
者

管
理
的
職
業
従
事
者

事
務
従
事
者

販
売
従
事
者

サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者

保
安
職
業
従
事
者

農
林
漁
業
従
事
者

運
輸
・
通
信
従
事
者

技
能
工
、
採
掘
・
製
造
・

建
設
作
業
者
及
び
労
務
作
業
者

不
明
（
分
類
不
能
の
職
業
）

小・中卒
男 1,406 1.6 9.8 0.8 2.0 2.3 0.8 20.1 5.2 55.0 2.5
女 944 1.8 3.6 5.9 11.5 7.4 ― 32.0 1.0 33.6 3.2

高校卒
男 2,796 3.9 7.6 7.4 5.5 3.0 1.6 4.6 6.8 56.4 3.2
女 2,203 5.7 3.0 27.7 15.7 7.8 ― 4.8 0.5 30.1 4.7

高等専門
学校卒

男 132 11.8 11.8 6.8 4.2 5.9 ― 2.6 6.8 48.3 1.7
女 103 38.3 3.5 17.5 10.4 12.8 ― 2.3 ― 14.0 1.2

短期大学卒
男 50 19.5 14.6 17.1 4.9 9.8 2.4 4.9 2.4 14.6 9.8
女 345 41.6 1.9 33.4 7.0 5.6 ― 1.9 ― 5.6 3.0

大学卒
男 389 18.4 15.6 23.6 7.0 2.1 2.1 4.7 1.2 22.1 3.1
女 127 47.8 5.3 29.2 6.2 2.7 ― ― 0.9 4.4 3.5

大学院卒
男 14 10.0 ― 40.1 10.0 10.0 10.0 ― ― 20.1 ―
女 3 100.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

専修学校卒
男 165 21.9 10.3 9.6 2.0 9.6 ― 3.4 6.9 33.6 2.7
女 200 46.9 ― 9.1 9.7 17.1 ― 1.7 ― 13.7 1.7

各種学校卒
男 98 8.1 5.4 6.8 5.4 12.2 1.3 6.8 4.1 48.6 1.3
女 122 51.4 1.9 12.7 7.8 9.7 ― 3.9 ― 11.6 0.9
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同
様
の
こ
と
は

「
事
務
従
事
者
」、

男
性
の
「
管
理
的

職
業
従
事
者
」
に

つ
い
て
も
い
え

る
。

　

例
え
ば
、
部
落

の
女
性
の
「
事
務

従
事
者
」
率
を
み

て
み
よ
う
。
表
５

に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
女
性
の
「
事

務
従
事
者
」
率
は
増
加
傾
向
に
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
の
調
査
で
は

二
一
・
三
％
と
な
り
、
二
〇
〇
二
年
県
平
均
の
二
五
・
六
％
よ
り

四
ポ
イ
ン
ト
低
い
だ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
図
５
を
み
る
と
、
部
落
の
女
性
の
場
合
、
事
務
職
へ

の
就
労
率
が
二
〇
％
を
超
え
て
い
る
の
は
、
二
五
〜
四
四
歳
ま
で

で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
県
平
均
と
比
較
す
る
と
、
五
〜
一
五
ポ
イ

ン
ト
程
度
の
差
が
あ
り
、
こ
の
背
景
に
は
部
落
差
別
の
結
果
と
し

て
の
格
差
が
存
在
し
て
い
る
。

　

３　

不
安
定
雇
用
の
実
態

　

以
上
み
た
ご
と
く
、
部
落
差
別
の
結
果
と
し
て
の
教
育
の
「
機

会
不
均
等
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
さ
れ
る
就
労
構
造
の
格
差
は
、

い
く
つ
か
の
例
外
（
例
え
ば
本
県
の
場
合
、
部
落
の
男
性
の
「
建
設

業
就
労
率
」
等
）

を
除
き
、
改
善
の

方
向
に
向
か
い
つ

つ
あ
る
と
い
え

る
。
そ
れ
で
は
、

部
落
の
就
労
実
態

は
改
善
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
点
を
、

雇
用
の
形
態
及
び

賃
金
形
態
に
よ
っ

て
み
て
み
よ
う
。

　

就
労
形
態
に
つ

い
て
本
県
の
部
落

の
特
徴
と
し
て
指

摘
さ
れ
て
き
た
の

は
、
①
臨
時
雇
・

高校卒
55.0％

小・中卒
25.8％

高等専門
　学校卒 2.6％

4.3％

5.7％

4.0％
2.4
％

短期大学卒

大学卒

大学院卒
専修学校卒 各種学校卒

図４　有業者の学歴（部落・15歳以上）
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図５　事務従事者（女）
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日
雇
と
い
う
不
安
定
雇
用
率
の
高
さ
、
②
「
自
営
業
主
」（
雇
人

な
し
）が
少
な
い
こ
と
、
③
会
社
・
団
体
の
役
員
が
少
な
い
こ
と
、

と
い
う
三
点
で
あ
っ
た
。
表
７
に
よ
る
と
、「
常
雇
」
五
五
・
八

％
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
調
査
よ
り
二
・
四
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
、

二
〇
〇
二
年
県
平
均
に
比
べ
八
・
七
ポ
イ
ン
ト
低
く
な
っ
て
い

る
。
逆
に
、「
臨
時
雇
」
は
一
三
・
六
％
、「
日
雇
」
七
・
五
％
と

な
っ
て
お
り
、
両
者
を
合
わ
せ
た
。
不
安
定
雇
用
率
二
一
・
一
％

は
二
〇
〇
〇
年
調
査
よ
り
三
・
八
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い
る
。
県

平
均
の
不
安
定
雇
用
率
一
一
・
〇
％
に
対
し
、
部
落
で
は
約
二
倍

の
不
安
定
雇
用
率
に
な
っ
て
い
る
。

　

性
別
で
特
徴
的
な
の
は
、
部
落
の
女
性
の
「
常
雇
」
は
五
一
・

一
％
、
前
回
調
査
よ
り
二
・
八
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
、
県
平
均
（
女

性
）
よ
り
八
・
四
ポ
イ
ン
ト
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
不
安
定
雇
用
状
況
を
年
齢
別
・
性
別
に
み
た
の
が
表
８
で

あ
る
。

　

こ
の
表
に
よ
る
と
、
部
落
の
男
性
の
「
常
雇
」
は
二
五
〜
二
九

歳
代
の
七
九
・
〇
％
を
は
じ
め
、
三
〇
歳
・
四
〇
歳
代
で
も
七
〇

％
を
超
え
て
い
る
が
、
年
齢
が
高
く
な
る
に
つ
れ
て
減
少
し
て
い

る
。

　

一
方
、
部
落
の
女
性
の「
常
雇
」率
は
二
五
〜
二
九
歳
の
六
八
・

六
％
を
最
高
に
、
六
〇
％
を
超
え
て
い
る
年
齢
層
は
少
な
く
、
逆

に
、「
不
安
定
雇
用
」
率
は
一
五
〜
一
九
歳
の
四
七
・
八
％
、
二

表７　有業者の就労形態（15歳以上）
（単位　％）

区分 総数（人）雇用者
会社・
団体等
の役員

自営
業主

自家営業
の手伝い

家庭で
内職

不明
（その他
を含む）

常　雇 臨時雇 日　雇
雇人
あり

雇人
なし

部
落

1990
鳥
取
県

総数 ― 72.0 53.4 6.2 12.4 2.3 13.2 4.5 8.7 7.7 1.9 2.9
男 ― 72.4 52.7 3.8 15.9 3.1 18.4 7.2 11.2 3.4 0.1 2.6
女 ― 71.4 54.3 9.5 7.5 1.1 6.0 0.8 5.1 13.6 4.4 3.5

1993

鳥
取
県

総数 2,253 77.0 63.5 5.7 7.8 3.6 13.9 5.2 8.7 5.2 0.2 0.1
男 1,348 73.7 60.8 3.5 9.4 4.4 19.5 8.0 11.5 2.3 ― 0.1
女 905 81.8 67.4 9.1 5.3 2.5 5.5 1.1 4.4 9.5 0.6 0.1

全　

国

総数 ― 73.6 58.5 9.4 5.7 1.9 15.2 5.2 10.0 7.1 1.6 0.6
男 ― 72.7 63.4 3.9 5.4 2.5 21.6 7.8 13.7 2.6 0.2 0.5
女 ― 74.8 51.8 17.0 6.1 1.1 6.4 1.6 4.8 13.3 3.5 0.8

2000
鳥
取
県

総数 10,742 75.3 58.0 9.3 8.0 4.2 12.9 4.8 8.1 5.2 1.5 1.0
男 6,028 74.8 61.2 4.3 9.2 5.0 17.6 7.6 10.0 1.8 0.2 0.8
女 4,714 75.9 53.9 15.6 6.4 3.2 7.0 1.3 5.7 9.5 3.1 1.3

2005
鳥
取
県

総数 9,237 76.7 55.6 13.6 7.5 3.5 12.1 4.2 7.9 5.2 1.0 1.7
男 5,127 74.8 59.2 7.3 8.3 4.5 16.5 6.4 10.1 2.5 0.3 1.5
女 4,110 78.9 51.1 21.4 6.4 2.2 6.3 1.3 5.0 8.6 1.9 2.1

全
体

2002

鳥
取
県

総数 314,600 75.3 64.3 8.5 2.5 5.2 12.7 ― ― 6.6 ― ―
男 175,800 74.6 68.1 4.6 2.0 7.1 16.0 ― ― 2.1 ― ―
女 138,800 76.2 59.5 13.5 3.1 3.0 8.4 ― ― 12.3 ― ―

全　

国

総数 65,009,300 78.2 66.1 9.7 2.4 6.0 10.3 2.8 7.5 4.8 0.5 ―
男 38,034,100 76.9 69.8 5.1 2.0 7.8 13.5 3.9 9.6 1.5 0.1 ―
女 26,975,300 80.0 60.9 16.1 3.0 3.5 5.8 1.2 4.6 9.4 1.1 ―

2002年：就業構造基本調査
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〇
〜
二
四
歳
の
二
九
・
九
％
を
は
じ
め
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
年
齢
層

に
お
い
て
二
〇
％
を
超
え
て
い
る
。

　

産
業
分
類
別
・
性
別
に
部
落
の
就
労
形
態
を
み
る

と
（
表
９
）、「
常
雇
」
の
割
合
が
八
割
を
超
え
る
業

種
は
、「
製
造
業
」の
男
性
八
一
・
九
％
、「
運
輸
業
」

の
男
性
八
〇
・
〇
％
、「
金
融
・
保
険
業
」
の
女
性

八
四
・
六
％
、「
公
務
」
の
男
性
八
二
・
三
％
と
な

っ
て
お
り
、
製
造
業
・
公
務
以
外
は
部
落
の
就
労
率

の
低
い
業
種
で
あ
る
。

　

一
方
、「
臨
時
雇
」・「
日
雇
」
を
合
わ
せ
た
不
安

定
雇
用
率
が
三
割
を
超
え
る
業
種
は
、「
卸
売
・
小

売
業
」
の
女
性
三
三
・
四
％
、「
飲
食
店
・
宿
泊
業
」

の
女
性
三
八
・
九
％
、「
複
合
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
女

性
三
九
・
〇
％
、「
教
育
・
学
習
支
援
業
」
の
女
性

四
〇
・
二
％
、「
サ
ー
ビ
ス
業
」の
女
性
四
〇
・
二
％
、

「
公
務
」
の
女
性
四
〇
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
要

す
る
に
、
部
落
の
女
性
の
就
労
が
進
ん
で
い
る
業
種

で
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
正
規
雇
用
と
し
て
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
本
県
の
部
落
の
主
た
る
就
労
先
に
つ
い
て

み
て
み
る
と
、「
建
設
業
」
の
場
合
、「
常
雇
」
は
男

性
五
二
・
六
％
、
女
性
四
四
・
〇
％
、
不
安
定
雇
用

形
態
が
、
男
性
二
三
・
四
％
、
女
性
一
六
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
「
製
造
業
」
に
お
い
て
は
、
女
性
の
不
安
定
雇
用
率
は
二

表８　年齢階級別・性別・就労形態別有業者数（部落・15歳以上）
（単位　％）

区　　分
総数
（人）

雇用者
会社・
団体等
の役員

自営
業主

自家営業
の手伝い

家庭で
内職

不明
（その他
を含む）

常　雇 臨時雇 日　雇
雇人
あり

雇人
なし

15～19歳
男 101 95.0 68.3 19.8 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.0
女 90 96.7 48.9 31.1 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3

20～24歳
男 447 92.2 67.8 16.1 8.3 1.8 0.0 0.0 0.0 4.0 0.2 1.8
女 331 95.5 65.6 25.4 4.5 0.9 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.8

25～29歳
男 442 93.1 79.0 6.6 7.5 2.5 0.7 0.5 0.2 2.9 0.2 0.7
女 341 92.6 68.6 19.9 4.1 0.9 2.1 0.9 1.2 2.1 0.6 1.8

30～34歳
男 432 84.5 70.4 6.5 7.6 3.5 4.4 2.1 2.3 6.0 0.0 1.6
女 349 92.0 64.2 21.2 6.6 0.9 0.9 0.9 0.0 4.3 0.9 1.1

35～39歳
男 404 85.2 74.3 6.2 4.7 3.5 6.4 3.7 2.7 2.7 0.2 2.0
女 315 85.1 57.5 21.9 5.7 2.9 2.9 1.0 1.9 3.8 2.2 3.2

40～44歳
男 483 83.2 75.6 3.3 4.3 4.8 9.3 4.1 5.2 1.7 0.2 0.8
女 457 87.8 61.7 20.8 5.3 2.6 3.3 1.3 2.0 3.1 2.2 1.1

45～49歳
男 664 79.2 69.1 3.6 6.5 4.8 14.0 6.3 7.7 0.9 0.3 0.8
女 557 83.5 58.2 21.7 3.6 2.9 6.0 1.3 4.7 5.6 1.3 0.9

50～54歳
男 696 73.2 60.9 4.0 8.3 5.5 19.5 9.2 10.3 0.9 0.0 0.9
女 554 82.1 55.2 21.7 5.2 2.0 5.6 1.6 4.0 7.4 2.0 0.9

55～59歳
男 592 69.8 51.9 7.1 10.8 5.2 23.8 12.0 11.8 0.3 0.0 0.8
女 469 72.7 44.1 20.9 7.7 3.0 6.4 2.3 4.1 11.9 3.6 2.3

60～64歳
男 328 56.9 28.0 14.0 14.9 5.8 32.3 11.9 20.4 1.8 0.6 2.4
女 253 61.2 20.9 26.9 13.4 0.8 13.1 1.6 11.5 18.6 3.2 3.2

65～69歳
男 236 44.0 15.7 9.7 18.6 3.0 44.9 11.4 33.5 3.8 0.4 3.8
女 183 42.6 9.8 20.2 12.6 4.4 19.7 1.1 18.6 25.7 2.7 4.9

70～74歳
男 173 24.8 8.1 6.9 9.8 9.2 56.7 13.9 42.8 6.9 0.0 2.3
女 140 19.2 5.7 6.4 7.1 3.6 27.2 2.9 24.3 40.7 3.6 5.7

75～79歳
男 91 18.7 11.0 5.5 2.2 11.0 58.3 11.0 47.3 5.5 2.2 4.4
女 59 22.1 3.4 11.9 6.8 6.8 37.3 3.4 33.9 25.4 3.4 5.1

80～84歳
男 31 6.5 0.0 6.5 0.0 9.7 71.0 22.6 48.4 6.5 3.2 3.2
女 12 16.7 0.0 16.7 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 41.7 0.0 16.7

85歳以上
男 7 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 28.6 0.0 28.6 42.9 0.0 0.0
女 ― 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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六
・
七
％
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
、
部
落
の
女
性
に
と
っ

て
主
要
産
業
で
あ
る
「
サ
ー
ビ
ス
業
」
の
就
労
形
態
を
み
る
と
、

「
常
雇
」
率
四
一
・
八
％
、
不
安
定
雇
用
率

三
九
・
二
％
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
就
労
形
態
の
実
態
を
反
映
し
た

も
の
が
、
部
落
の
有
業
者
の
収
入
状
況
で
あ

る
（
表
10
）。

　

部
落
の
有
業
者
の
一
年
間
の
収
入
状
況
を

み
る
と
、「
二
〇
〇
万
円
未
満
」
が
四
五
・

四
％
を
占
め
て
お
り
、
二
〇
〇
〇
年
の
前
回

調
査
よ
り
四
・
六
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
て
い

る
。
さ
ら
に
「
二
五
〇
万
円
未
満
」
で
み
る

と
部
落
の
場
合
、
六
〇
・
〇
％
と
、
県
平
均

よ
り
八
・
四
ポ
イ
ン
ト
高
く
な
っ
て
お
り
、

本
県
の
部
落
の
場
合
、
収
入
面
で
は
五
年
前

よ
り
低
下
し
、
県
平
均
と
の
格
差
は
さ
ら
に

拡
大
し
て
い
る
。

　

性
別
で
み
る
と
、
部
落
の
男
女
間
に
お
け

る
収
入
面
で
の
格
差
も
大
き
い
。
不
安
定
雇

用
率
の
結
果
と
も
い
え
る
が
、「
二
五
〇
万

円
未
満
」が
、
男
性
の
四
七
・
八
％
に
対
し
、

女
性
は
七
五
・
三
％
と
な
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
職
業
分
類
別
給
与
形
態
の
側
面
か
ら
部
落
の
不
安
定

雇
用
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
（
表
11
）。

表９　産業分類別・性別・就労形態別有業者数（部落・15歳以上）
（単位　％）

区分
総数
（人）

雇用者
会社・
団体等
の役員

自営
業主

自家営業
の手伝い

家庭で
内職

不明
（その他
を含む）

常　雇 臨時雇 日　雇
雇人
あり

雇人
なし

農業
男 413 9.4 6.5 1.7 1.2 1.5 73.1 9.7 63.4 11.4 0.7 3.9
女 381 12.1 4.2 3.4 4.5 0.5 28.6 0.8 27.8 48.8 2.6 7.3

林業
男 34 53.0 32.4 8.8 11.8 5.9 32.3 17.6 14.7 8.8 ― ―
女 11 63.7 36.4 18.2 9.1 ― 9.1 ― 9.1 27.3 ― ―

漁業
男 45 35.6 26.7 2.2 6.7 ― 55.5 4.4 51.1 6.7 ― 2.2
女 13 46.2 15.4 23.1 7.7 ― 7.7 7.7 ― 46.2 ― ―

建設業
男 1,909 76.0 52.6 6.4 17.0 7.1 14.0 9.2 4.8 1.8 ― 1.0
女 348 60.4 44.0 6.9 9.5 14.9 5.2 4.9 0.3 18.7 0.3 0.6

製造業
男 751 90.6 81.9 6.4 2.3 1.6 5.9 2.8 3.1 1.2 0.8 ―
女 889 91.2 64.5 20.7 6.0 1.3 0.4 0.2 0.2 2.1 4.5 0.4

電気・ガス・
熱供給・水

男 153 84.3 73.2 6.5 4.6 3.3 9.8 3.9 5.9 2.0 ― 0.7
女 61 82.0 57.4 19.7 4.9 ― 1.6 1.6 ― 13.1 3.3 ―

運輸業
男 50 92.0 80.0 10.0 2.0 ― 8.0 2.0 6.0 ― ― ―
女 23 91.2 73.9 13.0 4.3 4.3 4.3 ― 4.3 ― ― ―

情報通信業
男 281 81.8 72.6 6.0 3.2 3.6 12.8 5.7 7.1 1.1 ― 0.7
女 36 69.5 47.2 16.7 5.6 11.1 2.8 ― 2.8 13.9 ― 2.8

卸売・
小売業

男 208 77.4 66.3 7.7 3.4 5.3 14.0 7.7 6.3 2.4 ― 1.0
女 317 85.5 52.1 27.4 6.0 0.9 7.5 0.9 6.6 5.0 0.6 0.3

金融・
保険業

男 27 74.1 74.1 ― ― 3.7 22.2 3.7 18.5 ― ― ―
女 78 94.9 84.6 10.3 ― ― 3.9 2.6 1.3 1.3 ― ―

飲食店、
宿泊業

男 100 69.0 49.0 19.0 1.0 2.0 21.0 12.0 9.0 5.0 ― 3.0
女 198 82.3 43.4 28.3 10.6 0.5 10.1 3.5 6.6 6.6 ― 0.5

医療・福祉
男 74 83.8 77.0 4.1 2.7 6.8 6.8 ― 6.8 ― ― 2.7
女 461 98.0 75.9 19.3 2.8 0.4 0.7 ― 0.7 0.2 ― 0.7

教育・
学習支援業

男 43 90.6 76.7 11.6 2.3 4.7 4.7 4.7 ― ― ― ―
女 117 96.6 56.4 38.5 1.7 ― 3.4 ― 3.4 ― ― ―

複合
サービス業

男 121 94.2 79.3 9.9 5.0 1.7 3.3 0.8 2.5 ― 0.8 ―
女 154 92.9 53.9 26.0 13.0 2.6 2.6 ― 2.6 ― 1.3 0.6

サービス業
男 509 79.4 62.3 11.0 6.1 3.3 13.8 5.7 8.1 2.8 0.2 0.6
女 620 81.0 41.8 28.4 10.8 1.0 10.1 2.7 7.4 4.7 1.9 1.3

公　務
男 322 94.7 82.3 11.5 0.9 3.1 1.5 0.3 1.2 ― 0.3 0.3
女 331 96.7 56.2 37.5 3.0 0.6 0.3 ― 0.3 0.3 1.2 0.9

（注）鉱業・不動産業の就労者は少ないため除外
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職
業
分
類
別
に
給
与
形

態
を
み
る
と
、「
月
給
・

報
酬
」
は
「
専
門
的
・
技

術
的
職
業
従
事
者
」、「
管

理
的
職
業
従
事
者
」、「
事

務
従
事
者
」
と
い
っ
た
部

落
の
高
等
教
育
修
了
者
が

就
労
し
て
い
る
職
種
の
男

性
で
八
割
を
超
え
、
女
性

も
六
割
を
超
え
て
い
る
。

そ
し
て
、「
日
給
月
給
」

が
高
率
を
占
め
る
の
は
、

「
運
輸
・
通
信
従
事
者
」

で
、
男
女
と
も
に
四
割
を

超
え
て
お
り
、「
技
能
工
、

採
掘
・
製
造
・
建
設
作
業

者
及
び
労
務
作
業
者
」
で

も
男
女
と
も
に
三
五
％
前

後
と
な
っ
て
い
る
。ま
た
、

「
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者
」で
も
男
性
三
九
・
一
％
と
、や
は
り「
日

給
月
給
」
率
が
高
い
。

　

ま
た
「
日
給
」
が
多
い
の
は
、「
サ
ー
ビ
ス
職
業
従
事
者
」「
農

表10　有業者の１年間の収入（収益）別状況（15歳以上）
（単位　％）

区　　分
50万円
未満

50～99

万円
100～

149万円
150～
199万円

200～
249万円

250～
299万円

300～
399万円

400～
499万円

500～
699万円

700～
999万円

1,000万
円以上

不明

1993

鳥
取
県

総数 5.8 6.7 16.2 15.3 18.3 10.9 14.3 5.2 3.7 1.3 0.7 1.5
男 3.9 3.6 9.1 12.0 21.2 13.4 19.2 7.8 5.2 2.1 1.1 1.4
女 8.7 11.5 26.9 20.1 13.8 7.2 7.1 1.4 1.4 0.2 0.1 1.6

全　

国

総数 10.3 11.5 11.1 10.2 11.7 8.8 13.1 8.3 7.9 3.0 1.1 3.0
男 4.9 4.5 7.0 8.8 12.9 10.9 17.9 12.1 11.8 4.8 1.6 2.8
女 17.6 21.1 16.8 12.2 10.0 6.0 6.4 3.2 2.6 0.6 0.2 3.3

2000
鳥
取
県

総数 8.4 8.3 11.5 12.6 14.7 10.7 13.3 7.2 5.9 2.1 0.7 4.7
男 4.6 3.3 6.4 10.1 15.9 12.9 18.2 10.8 8.6 3.4 1.1 4.7
女 13.3 14.6 18.0 15.8 13.1 7.8 7.1 2.6 2.4 0.6 0.0 4.7

2005
鳥
取
県

総数 7.8 10.3 14.3 13.0 14.6 8.9 11.2 5.4 3.9 1.6 0.4 8.5
男 5.1 4.9 9.3 11.7 16.8 11.5 15.2 8.2 5.6 2.5 0.6 8.5
女 11.2 17.0 20.7 14.6 11.8 5.7 6.2 2.0 1.8 0.5 0.1 8.4

2002

鳥
取
県

総数 8.8 9.9 11.9 9.2 11.8 9.0 13.4 8.1 9.2 6.2 1.7 0.9
男 5.4 4.3 6.5 6.7 11.1 10.5 17.2 11.5 13.2 9.6 2.8 1.1
女 13.1 16.9 18.6 12.2 12.5 7.1 8.7 3.7 4.2 1.9 0.3 0.7

全　

国

総数 5.4 10.6 8.7 6.9 9.1 7.3 12.9 9.7 11.7 8.3 3.4 5.9
男 3.3 3.9 4.7 5.1 8.3 7.8 15.7 13.2 17.0 12.7 5.5 2.8
女 8.4 20.1 14.3 9.5 10.3 6.7 8.9 4.6 4.2 2.1 0.4 10.3

2002年：就業構造基本調査

表11　職業分類別・性別・給与形態別有業者数（部落・15歳以上）
（単位　％）

区　　分 総数（人）月給・報酬 日給月給 日　給 時間給 その他 不　明

専門的・技術的職業従事者
男 240 83.7 8.2 5.1 2.0 ― 1.0
女 466 77.7 8.8 2.9 8.8 1.3 0.4

管理的職業従事者
男 406 88.2 9.2 ― ― 1.3 1.3
女 98 70.0 15.0 5.0 10.0 ― ―

事務従事者
男 314 85.0 9.8 2.6 1.3 0.7 0.7
女 709 65.0 17.8 4.9 11.7 0.6 ―

販売従事者
男 206 58.1 20.9 3.5 16.3 ― 1.2
女 430 22.0 26.0 7.5 43.0 0.5 1.0

サービス職業従事者
男 149 46.4 39.1 1.4 13.0 ― ―
女 266 29.1 29.1 12.6 27.2 1.9 ―

保安職業従事者
男 58 53.3 33.3 6.7 6.7 ― ―
女 1 ― ― ― ― ― ―

農林漁業従事者
男 412 41.2 29.4 5.9 11.8 5.9 5.9
女 353 ― 13.3 20.0 66.7 ― ―

運輸・通信従事者
男 266 47.5 40.7 8.5 1.7 1.7 ―
女 18 42.9 42.9 ― 14.3 ― ―

技能工、採掘・製造・建設
作業者及び労務作業者

男 2,358 40.2 36.0 21.6 1.7 0.3 0.2
女 864 34.2 34.2 11.8 19.2 0.5 ―
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林
漁
業
従
事
者
」
女
性
と
「
技
能
工
、
採
掘
・
製
造
・
建
設
作
業

者
及
び
労
務
作
業
者
」
男
女
の
三
種
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、
本
県
の
部
落
の
職
業
分
類
別
就
労
者
の
給
与
形
態

か
ら
み
た
問
題
点
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
本
県
の
部
落
の
男
性
就
労
者
の
最
大
の
職
種
と
い
え

る
「
技
能
工
、
採
掘
・
製
造
・
建
設
作
業
者
及
び
労
務
作
業
者
」

の
場
合
、「
月
給
・
報
酬
」は
男
性
で
も
四
〇
・
二
％
し
か
な
く
、

女
性
は
三
四
・
二
％
と
な
っ
て
お
り
、
給
与
形
態
の
面
で
も
極
め

て
不
安
定
な
就
労
状
況
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
賃
金
形
態
に
お
け
る
男
女
格
差
の
問
題
で
あ
る
。
や

は
り
、
部
落
の
女
性
の
場
合
、
圧
倒
的
に
「
日
給
月
給
」「
日
給
」

「
時
間
給
」
が
多
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

４　

被
差
別
体
験
に
つ
い
て

　

上
述
の
ご
と
く
、
二
〇
〇
二
年
三
月
を
も
っ
て
特
別
措
置
法
が

失
効
し
た
が
、
そ
の
事
実
を
も
っ
て
部
落
差
別
は
す
で
に
解
消
し

た
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
口
に
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は

就
労
構
造
に
つ
い
て
確
認
し
た
ご
と
く
、
実
態
面
で
の
被
差
別
の

現
実
は
ま
だ
厳
存
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
、
心
理
面
で
の
加
差
別
の
現
実
と
い
え
る
部
落
に
対
す
る

差
別
意
識
は
、
今
回
本
県
で
実
施
し
た
「
同
和
問
題
に
つ
い
て
の

県
民
意
識
調
査
」（
二
〇
〇
七
年
三
月
、
鳥
取
県
部
落
解
放
研
究
所
か

ら
公
刊
予
定
）
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
部
落
差
別
に
は
無
関
心
な

故
に
、
部
落
差
別
意
識
な
ど
持
つ
は
ず
が
な
い
。
部
落
問
題
に
関

わ
る
こ
と
に
よ
り
『
寝
た
子
』
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
」
と
い
う

極
め
て
矛
盾
し
た
意
識
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
県
内
部
落
の
人
々
が
差
別
事
象
に

よ
り
傷
つ
い
て
い
る
実
態
の
一
端
を
、
最
後
に
み
て
み
た
い
。

　

ま
ず
被
差
別
体
験
の
有
無
に
つ
い
て
み
る
と
（
表
12
）、「
被
差

別
体
験
有
」
は
二
九
・
九
％
、
五
年
以
内
に
受
け
た
と
い
う
被
差

別
体
験
者
は
そ
の
う
ち
二
割
強
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
五
年
以
内

に
二
三
・
一
％
と
い
う
数
字
は
、「
被
差
別
体
験
有
」（
二
九
・
九

％
）
の
内
訳
で
あ
り
、
部
落
の
人
全
体
の
七
％
と
な
る
。
こ
の
数

字
が
高
い
か
低
い
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
一
つ
に
は
被
差
別
体
験

の
問
い
方
の
問
題
も
あ
り
、
二
つ
に
は
、
表
12
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
ど
の
年
齢
層
に
お
い
て
も
一
定
数
以
上
の
被
差
別
体
験
者
が

存
在
し
て
い
る
意
味
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
決
し
て
小
さ
い
数

字
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。と
い
う
の
は
、被
差
別
体
験
こ
そ
、

部
落
の
人
に
と
っ
て
は
差
別
の
現
実
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

　

そ
こ
で
年
齢
階
級
別
に
被
差
別
体
験
を
み
て
み
る
と
、
四
五
歳

以
上
の
す
べ
て
の
年
齢
で
「
被
差
別
体
験
有
」
が
ほ
ぼ
四
割
と
、

一
定
の
割
合
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
つ
に
は
過
去
の
差
別

の
厳
し
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
被
差
別
の
現
実
を
受
け
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止
め
る
力
が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
全
年
齢
平
均
で
「
被
差
別
体
験
有
」
は
二
九
・
九
％
に

対
し
、
三
〇
歳
代
に
お
い
て
も
「
被
差
別
体
験
有
」
が
三
〇
％
前

後
あ
る
。「
最
近
一
〇
年
以
内
」
と
す
る
と
、「
三
〇
〜
三
四
歳
」

の
被
差
別
体
験
者
（
二
七
・
六
％
）
の
う
ち
の
八
割
、「
三
五
〜

三
九
歳
」
の
被
差
別
体
験
者
（
三
二
・
三
％
）
の
約
六
割
が
該
当

す
る
。
そ
の
う
ち「
五
年
以
内
」が
、「
三
五
〜
三
九
歳
」で
二
四
・

九
％
、「
三
〇
〜
三
四
歳
」で
三
八
・
〇
％
と
高
く
な
っ
て
お
り
、

今
日
な
お
差
別
事
象
が
解
消
に
向
か
っ
て
い
る
と
は
解
釈
し
が
た

い
。

　

さ
ら
に
、「
一
五
〜
一
九
歳
」
の
一
一
・
七
％
、「
二
五
〜
二
九

歳
」
の
二
〇
・
一
％
と
い
う
被
差
別
体
験
率
の
意
味
す
る
も
の
は

極
め
て
重
い
も
の
が
あ
る
。
同
和
教
育
が
当
然
の
ご
と
く
実
施
さ

れ
、
差
別
は
犯
罪
と
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
社
会
状
況
の
な
か
で
生

き
て
い
る
若
い
世
代
で
も
、
一
〜
二
割
が
差
別
を
体
験
し
て
い
る

と
い
う
事
実
を
考
え
る
と
き
、
決
し
て
部
落
差
別
は
過
去
の
も
の

で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

表
13
は
、
年
齢
階
級
別
に
み
た
被
差
別
体
験
の
内
容
で
あ
る
。

　

ま
ず
一
〇
歳
代
で
は
、
同
和
教
育
が
実
施
さ
れ
て
い
る
は
ず
の

学
校
生
活
に
お
け
る
被
差
別
体
験
が
多
い
と
い
う
事
実
を
、
同
和

教
育
を
廃
止
し
た
い
と
本
音
で
考
え
て
い
る
教
育
関
係
者
は
き
ち

ん
と
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

ま
た
二
〇
歳
代
・
三
〇
歳
代
で
は
結
婚
差
別
体
験
者
が
多
く
、

た
し
か
に
年
齢
が
若
く
な
る
ほ
ど
部
落
外
と
の
結
婚
が
増
加
し
て

は
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
結
婚
差
別
を
完
全
に
解
消
し
た
と
い
う

表12　被差別体験－年齢階級別・時期別（複数回答）
（単位　％）

区　　分
被差別
体験有

被差別体験の時期
被差別
体験無

不明 総数（人）５年
以内

６～10年
以内

11年
以上前

不明

全体 29.9 23.1 19.0 70.6 1.2 65.6 4.6 17,143

年
齢
階
級

14歳以下 2.1 91.7 ― 5.6 2.8 82.3 15.6 1,707
15～19歳 11.7 86.7 14.1 4.4 1.5 82.0 6.3 1,149
20～24歳 15.6 64.6 36.6 12.2 0.6 81.0 3.3 1,050
25～29歳 20.1 52.7 42.4 18.5 0.5 77.0 2.9 914

30～34歳 27.6 38.0 43.1 32.5 2.0 69.6 2.8 923

35～39歳 32.3 24.9 33.3 56.4 1.8 65.0 2.7 845

40～44歳 35.0 22.9 22.7 73.5 0.8 61.9 3.1 1,107
45～49歳 40.0 19.1 16.3 80.4 0.9 56.8 2.2 1,414
50～54歳 40.1 17.5 15.4 79.5 0.8 59.0 3.0 1,524
55～59歳 39.0 18.2 15.7 79.4 0.7 59.3 2.0 1,407
60～64歳 38.3 18.8 16.7 76.1 1.3 59.3 2.4 1,028
65～69歳 37.1 17.8 16.3 82.2 1.2 60.9 2.9 1,088
70～74歳 38.8 10.5 12.4 85.4 1.1 57.0 4.2 1,222
75～79歳 40.5 11.1 9.8 78.7 2.7 55.2 4.3 910

80～84歳 38.3 9.7 8.7 93.2 1.0 57.6 4.1 538

85歳以上 38.5 5.7 9.8 91.8 1.6 54.6 6.9 317

 （注）被差別体験の時期は複数回答（５歳以上）
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結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

四　

こ
れ
か
ら
の
課
題

　

筆
者
に
許
さ
れ
た
紙
数
に
制
限
が
あ
り
、
二
〇
〇
五
年
調
査
の

一
部
、
特
に
就
労
構
造
を
中
心
に
、
部
落
差
別
が
決
し
て
解
消
し

て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
同
和
行
政
の
存
続
の
必
要
性
に
つ
い
て

提
起
し
た
。
も
ち
ろ
ん
私
が
分
析
し
た
の
は
鳥
取
県
の
部
落
の
実

態
で
あ
る
。
他
の
自
治
体
に
お
い
て
も
、
部
落
差
別
が
す
で
に
解

消
し
て
い
る
か
否
か
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、
今
こ
そ
部
落
の
生

活
実
態
を
調
査
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

杉
之
原
寿
一
は
、
部
落
の
生
活
実
態
は
大
き
く
変
化
し
、
部
落

と
部
落
外
と
の
格
差
が
縮
小
し
、
現
在
は
そ
の
格
差
や
課
題
は
特

定
の
部
落
や
階
層
に
み
ら
れ
る
部
分
的
現
象
で
あ
る
と
し
て
、
同

和
行
政
の
打
ち
切
り
を
提
案
し
て
い
る
が
、
筆
者
が
分
析
明
示
し

た
就
労
構
造
の
差
別
実
態
は
、
鳥
取
の
部
落
の
部
分
的
現
象
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
杉
之
原
の
指
摘
で
一
番
問
題
な
の
は
、
差
別
を
格
差
と
捉

え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
差
別
と
い
う
の
は
格
差
で
は
な

く
て
、
質
的
に
違
っ
た
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

問
題
が
あ
る
、
と
考
え
た
い
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
た
生
活
実
態
調

査
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
差
別
の
結
果
と
し
て
の

格
差
の
解
消
も
重
要
で
あ
る
。

表13　年齢階級別の被差別体験の内容（５年以内・複数回答）
（単位　％）

区分 総数（人） 結婚 就職 学校生活
職場や
職業上の
つき合い

日常の
地域生活 その他 不明

５年以内の
体験有全体 1,186 14.5 3.6 16.5 28.2 40.6 11.7 2.0

年
齢
階
級

14歳以下 33 ― ― 84.8 ― 12.1 6.1 3.0
15～19歳 117 ― 2.6 86.3 1.7 12.8 7.7 ―
20～24歳 106 19.8 3.8 40.6 24.5 21.7 8.5 0.9
25～29歳 97 47.4 4.1 5.2 25.8 21.6 12.4 ―
30～34歳 97 33.0 7.2 4.1 33.0 25.8 12.4 1.0
35～39歳 68 30.9 8.8 2.9 30.9 29.4 8.8 1.5
40～44歳 89 11.2 4.5 1.1 32.6 53.9 10.1 1.1
45～49歳 108 7.4 1.9 1.9 45.4 48.1 13.9 2.8
50～54歳 107 11.2 0.9 0.9 46.7 46.7 11.2 2.8
55～59歳 100 11.0 6.0 3.0 41.0 47.0 15.0 1.0
60～64歳 74 9.5 2.7 2.7 39.2 52.7 12.2 4.1
65～69歳 72 1.4 2.8 ― 20.8 75.0 15.3 1.4
70～74歳 50 ― ― 2.0 16.0 76.0 10.0 10.0
75歳以上 68 4.4 2.9 4.4 11.8 67.6 19.1 4.4
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同
様
の
指
摘
は
、
奥
田
均
が
「
部
落
の
実
態
改
善
」
か
ら
「
部

落
問
題
の
解
決
」
へ
と
問
題
認
識
の
転
換
を
提
唱
し
、「
関
係
論

的
認
識
」を
提
案
し
て
い
る
。
た
だ
私
に
理
解
で
き
な
い
の
は（
私

の
勉
強
不
足
だ
と
思
う
が
）、
部
落
差
別
の
実
態
を
、
①
社
会
が
抱

え
る
矛
盾
や
人
権
侵
害
の
「
反
映
」
と
捉
え
、
②
し
か
し
単
な
る

反
映
で
は
な
く
、
部
落
の
場
合
に
は
諸
困
難
が
「
集
中
」
的
に
現

れ
て
い
る
と
い
う
彼
の
考
え
方
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
奥
田
は「
差

別
の
歴・
・
・
史
性
と
悪・
・
・
循
環
が
、こ
う
し
た
諸
課
題
を
よ
り
集
中
的
に
、

部
落
に
も
た
ら
し
て
き
た
」（
傍
点
は
引
用
者
）
と
し
、
部
落
内
外

の
格
差
は
、
そ
の
「
集
中
」
度
を
示
し
て
き
た
と
と
ら
え
て
い
る
。

し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
差
別
は
格
差
で
は
な
く
、「
質
的

に
違
っ
た
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
た
点
に
あ
る
」と
す
る
な
ら
ば
、

部
落
内
外
の
格
差
は
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
私
は
佐
藤
裕
の
い
う
「
関
係
モ
デ
ル
」
と
し

て
の
差
別
論
の
立
場
に
立
ち
た
い
。彼
の
い
う
関
係
モ
デ
ル
の「
関

係
」
と
は
、
も
と
も
と
異
な
っ
て
い
る
社
会
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
間

の
関
係
で
は
な
く
、「
よ
そ
者
」
と
い
う
関
係
を
つ
く
り
だ
す
こ

と
が
差
別
な
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

本
来
、
部
落
の
人
も
部
落
外
の
人
も
現
代
日
本
社
会
の
等
し
い

権
利
を
も
つ
成
員
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
人
は
い
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
等
な
成
員
で
あ
る
こ
と
や
そ
の

存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
が
差
別
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

就
労
の
場
面
に
お
け
る
、
教
育
の
場
面
に
お
け
る
、
結
婚
の
場
面

に
お
け
る
…
異
な
る
扱
い
を
単
な
る
格
差
で
は
な
く
差
別
と
し

て
、
同
時
に
差
別
の
結
果
と
し
て
、
調
査
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
思
う
。
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